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大阪市指定・道路協力団体



はじめに
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御堂筋は、大阪の2大ターミナル・梅田からなんばまでを南北に貫く全長4.4km、幅員44ｍの道路で、
銀杏並木が彩る景観が特徴的な、大阪のメインストリートです。

淀屋橋・本町界隈の大阪を代表するビジネスエリア、心斎橋界隈の百貨店・ラグジュアリーブランド
が並ぶエリア、道頓堀・なんば界隈の繁華街エリアと、個性・魅力溢れるエリアを楽しむことができま
す。さらに、大阪市による道路空間再編事業が進められており、歩道を拡張し歩行者中心の歩きやすい
ストリートへと変貌を遂げつつあります。

このような中、一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク、NPO法人御堂筋・長堀２１世紀の会、
一般社団法人ミナミ御堂筋の会の３団体は、令和２年１０月２日付けで大阪市長より御堂筋における道
路協力団体の指定を受けました。これにより各団体は道路上での収益活動が可能となり、得られた収益
は道路の維持管理に還元していくこととなっています。

我々は、世界に誇る大阪のメインストリート、御堂筋の環境や景観を維持・向上していく活動の原資
に、この街路灯バナーを積極的に活用していきたいと考えています。

クライアントのみなさまには、御堂筋を有効なPRの舞台として活用いただき、あわせて、御堂筋や街
の発展、環境維持にご支援をいただければと考えております。



御堂筋沿道バナー広告仕様
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掲出エリア 御堂筋沿道（淀屋橋交差点～難波西口交差点）

掲出期間

フラッグ W：565ｍｍ Ｈ：1,300ｍｍ

※一部に道路協力団体作成のデザイン（団体ロゴ）が掲出されます。
※新橋交差点以北の道路空間再編未整備区間は

原則１か月以内

※通年期間中、行政主催行事（大阪マラソン、大阪・光の饗宴事業
等）での利用期間である 11 月～１月末を除く期間とします。

※行政主催行事での利用期間は、毎年、変動があります。

サイズ

掲出料金

淀屋橋・本町エリア 110枚・220面（55基）　※別途要確認
心斎橋エリア
なんばエリア

68枚・ 136面（34基）
90枚・180面（45基） ※別途要確認

手続等

フラッグ W：650ｍｍ Ｈ：1,950ｍｍ となります。

１枚 （両面）あたり 75,000 円

※１上記料金には広告代理店手数料（20％）、道路協力団体による
バナー制作・設置・撤去費用、消費税及び地方消費税を含みます。

※２道路照明灯20基以上使用することを原則とします。
※３各道路協力団体の会員が掲出する場合は優遇措置があります。
※４上記料金は、道路の維持管理に係る活動に充当されます。

道路協力団体から大阪市に申請します。掲載内容については、道路協
力団体及び大阪市の審査があります。
・広告物掲出審査会（大阪市建設局）への審査依頼
・所轄警察署への道路使用許可申請
・大阪市建設局への屋外広告物許可・道路占用許可申請
・（財）関西・大阪２１世紀協会へのイベント旗・掲揚金具使用申込
・バナー広告設置事業者との契約締結
・イベント保険会社との賠償責任保険契約締結等
※以上手続きは、道路協力団体において実施いたします。

備考 ・行政及び道路協力団体との調整により、掲出枚数が予定より減少す
る場合があります。

・荒天などフラッグ掲出が危険と判断された場合は、フラッグを一時
的に撤去することがあります。

・フラッグデザインは表裏同じとし、その種類は最大で４種類までと
します。

・色校正は２回、原寸サイズで各１枚までとします。
・デザインデータは、掲出希望日の２か月前までにご提出ください。
・御堂筋の景観にそぐわない意匠、歩行者・運転者に対して交通上支
障を生じさせる恐れのあるものは掲出できません。

※なんばエリア内の道路空間再編工事区間
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バナー広告掲出に向けたフロー

掲出場所・仕様や設置事業者等の調整

デザイン作成

【クライアント・代理店様】 【道路協力団体】 【行政（道路管理者他）】

事前協議（計画調整局・建設局）

（必要あれば修正反映等）

協議・契約書類等の作成

正式契約手続き
広告審査会提出・

審査

審査完了

景観事前協議申請・道路
占用許可・道路使用許可

申請

占用書類等の作成

許可書交付

設置

設置準備

撤去

２
か
月
程
度

デザイン入稿

製作

色校正等



道路協力団体の維持管理活動 ～協賛金は道路の維持管理活動に充当されます～

沿道の清掃活動

放置自転車抑制の啓発活動沿道の緑化、維持管理活動
5

沿道の緑化、維持管理活動
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掲出エリアと問い合わせ先

淀屋橋

難波西口

御堂筋周防町

博労町３

淀屋橋・本町エリア
110枚・220面（55基）

心斎橋エリア
68枚・ 136面（34基）

なんばエリア
90枚・180面（45基）

中央大通

長堀通

土佐堀通

道頓堀川

千日前通

御
堂
筋

・御堂筋は下記3団体が道路協力団体として、連携・分担し、管理運
営を行っています。

・バナー広告掲出については、3団体で連携に関する覚書を締結して
おり、下記のいずれの連絡先に問い合わせ頂いても結構です。

一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク
https://www.midosuji.biz/
バナー広告担当窓口：三好・滝川
連絡先：guideline@midosuji.biz

NPO法人御堂筋・長堀21世紀の会
http://www.nagahori21.or.jp/
バナー広告担当窓口：鈴木・藤川
連絡先：npong21@hyper.ocn.ne.jp

一般社団法人ミナミ御堂筋の会
https://minami-midosuji.net/
バナー広告担当窓口：絹原・竹林
連絡先：ミナミ御堂筋の会事務局・

株式会社地域計画建築研究所（アルパック）
TEL：06‐6205-3600
E-mail：minami-midosuji@arpak.co.jp
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